
令和 6 年度 練馬区サッカー協会加盟希望チーム 各位殿 

 

10 月下旬か 11 月初旬に来年度の加盟申請書の提出が始まります。 

その際以前より発信しています審判員の資格についてですが 

練馬区主催の新規取得者 

及び更新講習会にて受講した者しか審判として登録できません。 

その際 5 名に満たない場合書類審査の段階で来期の加盟は不可となります。 

既に新規取得の申込期限は 10 月 10 日にて終了しています。 

更新講習会は 10 月 26 日で締め切りとなります。 

 

改めて 

ラーニングや東京協会主催の講習会で取得した資格は練馬区サッカー協会の主催の 

大会では認められません。 

審判登録番号により何処で取得したかは即判明しますので虚偽の報告は出来ません。 

 

 

                       練馬区サッカー協会 執行部会 

 

 

令和 6 年度加盟申請について。 

上記審判に関しては絶対条件で有りますので、満たさないチームの加盟は認められません。 

尚 11月1日より 3月2日土曜日の再更新講習会の公開がキックオフにて始まりました。 

11 月 26 日未受講の方はこちらの申請をお願いします。 

3 月の更新講習会も未受講により加盟要件満たさないチームは当然ながら加盟は出来ませ

んので気を付けて下さい。 

 

 

 

令和 5 年度初回の総会時に連絡しました、試合球持参の件ですが、ほぼ一年間様子を見ま

したが、公式戦に耐えうる公認球を持ってこないチーム、試合球を練習ボールが無いから 

試合まで戻せというチームなど多々いました。またちゃんと新しいボールを持参する真面

目なチームもあります。 

連盟役員常任委員会にて来期より試合球は連盟より出す事に決定しました。 

当然の事ですが、各チームより 5 年度より 2 万円多い加盟費の徴収を致します。 

 

 



 

 

 

令和 6 年度 一種連盟加盟費 10,000 円 

      リーグ参加費用 100.000 円 

      選手登録費 1 人 1000 円 

               とします。 

 

 加盟申請が通ったチームは 所定の手続きを期日までに行って下さい。 

 加盟申請は 12 月中に行い連絡いたします。 

 


